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身体障害者１級（東芝　幸子・同居）                                                                   

（注）１ 源泉控除対象配偶者とは、所得者（令和2年中の所得の見積額が900万円以下の人に限ります。）と生計を一にする配偶者（青色事業専従者として給与の
　　　 支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。）で、令和2年中の所得の見積額が95万円以下の人をいいます。

平17.1.2

東芝　和人

次男
181226

東京都府中市1-1-X 0

令和2年

1頁

1

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

□給与支払者に提供済の個人番号と相違ありません（相違ない場合はチェックしてください）
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トウシバ　コウイチ

トウシバ　ミキ

トウシバ　サチコ

トウシバ　キョウコ

トウシバ　カズト

　　　２　同一生計配偶者とは、所得者と生計を一にする配偶者（青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。）で、令和2年中の
　　　 所得の見積額が48万円以下の人をいいます。
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